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■衆議院内閣委員会付帯決議（2021.4.2） 

 デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法

律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対す

る附帯決議） 

 

 政府は、デジタル改革関連五法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏な

きを期すべきである。また、政府は、地方公共団体における運用等についても次の事項の趣旨にのっと

り行われるよう、必要な助言を行うこと。 

 

一 デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会

に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。 

二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。 

１本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。また、事業者に課される努力義務は、

事業者に過度な負担を課すことのないよう十分留意すること。 

２ 本法第十条の「デジタル社会」の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信

技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通

信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。 

３ 本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意する

こと。 

４ 地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について重点計画を作成するときは、地方六団体

のみならずその他の関係者の意見を幅広く聴取すること。 

５ 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー

等に係る情報収集の手段として用いられることのないようにすること。 

６ デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的状況、地理的条件等にかかわらず誰もが不

自由なく行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体等の

窓口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国民のニーズに十分配慮すること。また、こ

れらの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業者のサービスを利用できるようにするため、事業者の責

務として自ら必要な取組を行うよう促すこと。 

７ 地方公共団体のデジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行

を妨げることのないようにすること。また、地方公共団体のシステムの共同化又は集約を行うに当たって

は、適切な財源措置を講ずること。また、国が提供するシステム及び地方公共団体のシステムの改修作

業が短期間に集中し、システム改修を行う事業者への過度な負担が生じないよう計画的に作業を推進

すること。 

８ 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人等の行政機関等（個人

情報の保護に関する法律第二条に定める行政機関等をいう。以下同じ。）が保有するデジタルデータに

ついては、データの性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、データを国内に置くなど

個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。 

９ 行政機関等が保有する情報のうち国民生活に有用なものについては、積極的にホームページ等で公
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表するなど国民が容易に活用できるようにするための環境整備について検討すること。 

三 デジタル庁設置法の施行に関し、デジタル庁への民間からの人材確保に当たっては、特定企業との

癒着を招くことがないよう配慮すること。併せて、今後継続的に民間から有能な人材が確保できるよう人

事及び給与の面で適切な処遇を図ること。また、デジタル庁の体制の整備に当たっては、政府全体とし

て行政の肥大化につながり行政改革に逆行することのないよう、十分留意すること。 

 

四 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に関し、以下の事項について

配慮すること。 

１ 個人の権利利益の保護を図るため、自己に関する情報の取扱いについて自ら決定できること、本人の

意思に基づいて自己の個人データの移動を円滑に行うこと、個人データが個人の意図しない目的で利

用される場合等に当該個人データの削除を求めること及び本人の同意なしに個人データを自動的に分

析又は予測されないことの確保の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。 

２ 地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方

独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定する場合には、地方自治の本

旨に基づき、最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項については、個人情報保護法令の

見直しを検討すること。 

３ 行政機関等が保有する個人情報の目的外での利用又は第三者への提供については、その要件であ

る「相当の理由」及び「特別の理由」の認定を、厳格に行うこととし、行政機関等が行った判断の適否を、

個人情報保護委員会が監視すること。 

４ 行政機関等が個人情報を利用する際、個人が自己の情報の利用状況を把握できる仕組みについて、

情報通信技術の進展を踏まえた見直しを検討すること。 

５ 個人情報保護委員会による行政機関等の監視に当たっては、資料の提出及び実地調査を躊躇なく行

うとともに、必要があれば勧告や報告の要求を遅滞なく行うことにより、監視の実効性を確保すること。 

６ 大量に個人情報を保有している事業者が我が国の個人情報に関する法令を遵守するよう徹底すると

ともに、必要な場合には立入検査、報告徴収等の権限を躊躇なく行使し、遵守状況について監視するこ

と。 

７ 個人情報保護委員会が民間部門と公的部門における個人情報保護に関する業務を所掌することに鑑

み、個人情報保護委員会の体制強化を図ること。 

８ 学術研究目的における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個

人情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮個人情報を含む個人情報の適正

な取得や提供等の保護の取組を強化すること。 

９ 転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制するこ

とにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。 

10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の最新の住所情報等を署名検証者に提供するための

本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同

意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。 

11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカード

への記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。 

12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明

書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する
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仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済

であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認する

よう要請するなど、万全の措置を講ずること。 

13 地方公共団体情報システム機構において、情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の

確保及び育成が円滑に図られるよう適切な支援を行うこと。また、同機構については、一層の情報公開

を推進するなど、透明性の高い運営が行われるよう、必要な措置を講ずること。 

14 契約において書面の交付に代わり電磁的記録を提供する場合においては、契約内容に係る電磁的記

録を消費者が容易に保存できる手段を確保する等、適切な取組を事業者に促すこと。 

 

五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に関し、

本法による預貯金口座の登録が、国民の資産把握のために用いられることがないようにすること。 

 

六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行に関し、以

下の事項について配慮すること。 

１ 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があ

ることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがな

いようにすること。 

２ 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、

その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底

すること。 

■参議院内閣委員会付帯決議（2021.5.11） 

 デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法

律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対す

る附帯決議 

 

 政府は、デジタル改革関連五法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。ま

た、政府は、地方公共団体における運用等についても次の諸点の趣旨にのっとり行われるよう、必要な

助言を行うこと。 

一 デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会

に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。 

 

二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。 

１本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。また、事業者に課される努力義務は、

事業者に過度な負担を課すことのないよう十分留意すること。 

２本法第十条の「デジタル社会」の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技

術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信

ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。 

３本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意する
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こと。 

４地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について重点計画を作成するときは、地方六団体の

みならずその他の関係者の意見を幅広く聴取すること。 

５本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー

等に係る情報を収集し一元的に管理する手段として用いられることのないようにすること。 

６デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的状況、地理的条件等にかかわらず誰もが不自

由なく行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体等の窓

口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国民のニーズに十分配慮すること。また、これ

らの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業者のサービスを利用できるようにするため、事業者の責務

として自ら必要な取組を行うよう促すこと。 

７地方公共団体のデジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行を

妨げることのないようにすること。また、地方公共団体のシステムの共同化又は集約を行うに当たっては、

適切な財源措置を講ずること。また、国が提供するシステム及び地方公共団体のシステムの改修作業

が短期間に集中し、システム改修を行う事業者及びＩＴ技術者への過度な負担が生じないよう計画的に

作業を推進すること。 

８国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人等の行政機関等（個人情

報の保護に関する法律第二条に定める行政機関等をいう。以下同じ。）が保有するデジタルデータにつ

いては、データの性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、データを国内に置くなど個

人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。 

９行政機関等が保有する情報のうち国民生活に有用なものについては、積極的にホームページ等で公表

するなど国民が容易に活用できるようにするための環境整備について検討すること。 

 

三 デジタル庁設置法の施行に関し、デジタル庁への民間からの人材確保に当たっては、特定企業との

癒着を招くことがないよう配慮すること。併せて、今後継続的に民間からＩＴ技術者を含む有能な人材が

確保できるよう人事及び給与の面で適切な処遇を図ること。また、デジタル庁の体制の整備に当たって

は、政府全体として行政の肥大化につながり行政改革に逆行することのないよう、十分留意すること。 

 

四 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に関し、以下の事項について

配慮すること。 

 

１個人の権利利益の保護を図るため、自己に関する情報の取扱いについて自ら決定できること、本人の

意思に基づいて自己の個人データの移動を円滑に行うこと、個人データが個人の意図しない目的で利

用される場合等に当該個人データの削除を求めること及び本人の同意なしに個人データを自動的に分

析又は予測されないことの確保の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。 

２地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方独

立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定することができる旨を、地方公共

団体に確実に周知するとともに、地方公共団体が条例を制定する場合には、地方自治の本旨に基づき、

最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項については、個人情報保護法令の見直しを検討

すること。 

３行政機関等が保有する個人情報の目的外での利用又は第三者への提供については、その要件である
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「相当の理由」及び「特別の理由」の認定を、厳格に行うこととし、行政機関等が行った判断の適否を、個

人情報保護委員会が監視すること。 

４行政機関等が個人情報を利用する際、個人が自己の情報の利用状況を把握できる仕組みについて、

情報通信技術の進展を踏まえた見直しを検討すること。 

５個人情報保護委員会による行政機関等の監視に当たっては、資料の提出及び実地調査を躊躇なく行う

とともに、必要があれば勧告や報告の要求を遅滞なく行うことにより、監視の実効性を確保すること。 

６大量に個人情報を保有している事業者が我が国の個人情報に関する法令を遵守するよう徹底するとと

もに、必要な場合には立入検査、報告徴収等の権限を躊躇なく行使し、遵守状況について監視すること。 

７個人情報保護委員会が民間部門と公的部門における個人情報保護に関する業務を所掌することにより

業務量が増大すると見込まれることに鑑み、その任務を果たすことができるよう、必要な人材の確保を

含め体制強化を図ること。また、個人情報保護委員会は、地方公共団体から必要な情報の提供又は技

術的な助言を求められた場合には、迅速に対応すること。 

８学術研究目的における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個人

情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮個人情報を含む個人情報の適正な

取得や提供等の保護の取組を強化すること。 

９転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制すること

にならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。 

10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供する

ための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとと

もに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。 

11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカードへ

の記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。  

12移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書

及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕

組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済で

あること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよ

う要請するなど、万全の措置を講ずること。 

13 地方公共団体情報システム機構において、情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の

確保及び育成が円滑に図られるよう適切な支援を行うこと。また、同機構については、一層の情報公開

を推進するなど、透明性の高い運営が行われるよう、必要な措置を講ずること。  

14 契約において書面の交付に代わり電磁的記録を提供する場合においては、契約内容に係る電磁的記

録を消費者が容易に保存できる手段を確保する等、適切な取組を事業者に促すこと。  

15 押印手続の見直し等に伴い普及しつつある電子署名等のトラストサービスについて、その信頼性の確

保が重要であることに鑑み、デジタル庁を司令塔として、国際的な相互運用性を踏まえつつ、信頼性を

評価するための基準の策定及び評価に関する包括的な仕組みの構築に取り組むこと。 

 

五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に関し、

本法による預貯金口座の登録が、国民の資産把握のために用いられることがないようにすること。 

 

六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行に関し、以
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下の事項について配慮すること。 

１預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念がある

ことに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがない

ようにすること。 

２預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、そ

の目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底す

ること。 

 

■衆議院総務委員会付帯決議（2021.4.15） 

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案に対する附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 

一 標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方自治法に基づき、都道府県知事、市長又

は町村長の全国的連合組織である地方三団体に対し情報提供するとともに、意見聴取するほか、有識

者からも意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。 

二 地方公共団体の利用する情報システムは、地方公共団体が構築することが基本であり、その整備・

管理の方針についても地方公共団体が策定すべきものであることに鑑み、国による基本方針の策定に

当たっては、地方三団体に加え、その他の地方関係団体等とも十分な調整を行った上で、地方公共団

体の実情に即したものとすること。 

三 標準化基準については、地方公共団体の規模、権能及び地域特性等の違いを踏まえた柔軟なものと

すること。 

四 標準化基準の策定・変更に当たっては、全ての地方公共団体や関係事業者の意見を丁寧に聴取す

るとともに、情報システムの運用実態を踏まえたものとなるよう、標準化対象事務に従事している職員及

び情報システムを担っている職員等の意見を聴取するなど、関係者の幅広い意見を十分に反映したも

のとすること。また、標準化基準の検討状況について、逐次公表すること。 

五 地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られ

るよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案を受け付け、当該提案のうち有

用性が認められるものについては、積極的に標準化基準に反映すること。 

六 地方公共団体情報システムの標準化及び業務プロセスの見直し等によって、地方公共団体の窓口業

務に混乱が生じ、住民サービスの提供に支障が生じることのないよう、地方公共団体との十分な調整を

行った上で、必要な人的・財政的支援を行うなど、万全の対策を講ずること。また、標準準拠システムへ

の円滑な移行が図られるよう、十分な移行期間を確保するとともに、やむを得ない事由のある地方公共

団体については、移行期間の取扱いについて検討すること。 

七 地方公共団体情報システムの標準化を始め、地方公共団体のデジタル化の推進に当たっては、これ

を支える人材の確保及び育成が不可欠であることに鑑み、市町村において、高度な専門的知識を有す

るデジタル人材の確保及び育成が円滑に図られるよう、必要な人的・財政的支援を行うこと。 

八 地方公共団体情報システムの標準化に要する経費については、国の責任において全額国費で支援

すること。また、標準準拠システムの維持・管理及び改修等に要する経費について、必要な財政措置を

講ずること。 
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九 地方公共団体情報システムの標準化に伴う情報システムの運営経費等の減少額については、地方

行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替えるなど、地方財政計画におい

て適切な措置を講ずること。 

十 地方公共団体情報システムの標準化を契機として、上乗せ給付などの地方公共団体独自の施策が

廃止・縮小されることのないよう、地方公共団体情報システムの機能等について、当該施策を継続する

ための改変・追加が行えるようにするとともに、当該改変・追加に要する経費について必要な財政支援を

行うこと。 

十一 地方公共団体情報システムの標準化を始めとした地方公共団体のデジタル化の推進に伴い、地方

公共団体の保有する個人情報について、情報連携の機会の増加が見込まれることを踏まえ、個人情報

の漏えいや不適正な利用が生じることのないよう万全の措置を講ずること。 

十二 地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じら

れてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基

準等において特段の配慮を行うこと。 

十三 ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、システム障害が発

生することのないよう十分な対策を講じること。また、標準準拠システムへの移行を円滑に進めるため、

ガバメントクラウドの構築に向けた検討段階においても、地方公共団体に対する適時適切な情報提供を

行うこと。 

十四 ガバメントクラウドの活用による地方公共団体情報システムの利用に当たっては、個人情報の適切

な管理を徹底する観点から、地方公共団体ごとのデータをクラウド上で分離するとともに、厳格なアクセ

ス制限を行うなど、個人情報を保護するための必要な対策を講ずること。 

十五 本法附則第二項に基づく検討に当たっては、地方公共団体独自の施策への影響等にも留意しつつ、

地方公共団体の意見を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、標準化対象事務、基本方針及び標

準化基準の在り方等について必要な見直しを行うこと。 

■参議院総務委員会付帯決議（2021.5.11） 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案に対する附帯決議 

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 

一、標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方三団体に対し情報提供や意見聴取を行

うとともに、有識者からも広く意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。 

二、地方公共団体の利用する情報システムは、地方公共団体が自ら構築することが基本であり、その整

備・管理の方針についても地方公共団体が策定すべきものであることに鑑み、国による基本方針の策定

に当たっては、地方三団体に加え、その他の地方関係団体等とも十分な調整を行い、地方公共団体の

実情に即したものとすること。 

三、標準化基準は、地方公共団体の規模、権能及び地域特性等の違いを踏まえた柔軟なものとすること。

また、その策定・変更に当たっては、全ての地方公共団体や関係事業者の意見を丁寧に聴取するととも

に、標準化対象事務や情報システムを担う職員等の意見を聴取するなど、関係者の幅広い意見を十分

に反映させ、情報システムの運用実態を踏まえたものとすること。さらに、標準化基準の検討状況につ

いて、逐次公表すること。 
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四、地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られ

るよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案のうち有用性が認められるもの

については、積極的に標準化基準に反映すること。 

五、地方公共団体情報システムの標準化及び業務プロセスの見直し等により、地方公共団体の窓口業

務に混乱が生じ、住民サービスの提供に支障が生じることのないよう、地方公共団体と十分な調整を行

い、必要な人的・財政的支援を行うなど、万全の対策を講ずること。また、標準準拠システムへの円滑な

移行が図られるよう、十分な移行期間を確保するとともに、やむを得ない事由のある地方公共団体につ

いては、移行期間の取扱いについて検討すること。 

六、地方公共団体情報システムの標準化を始め、地方公共団体のデジタル化の推進に当たっては、これ

を支える人材の確保・育成が不可欠であることに鑑み、市町村及び地方公共団体情報システム機構に

おいて、高度な専門的知識を有するデジタル人材の確保・育成が円滑に図られるよう、必要な人的・財

政的支援を行うこと。あわせて、地方公共団体が発注者責任を十分に果たせるよう、高度な専門知識を

有するデジタル人材の配置に配慮するとともに、デジタル化を進める担当部署に必要な権限を与える仕

組みづくりを行うよう促すなど環境整備に尽力すること。 

七、地方公共団体情報システムの標準化に要する経費については、国の責任において全額国費で措置

するとともに、発注仕様の標準化等による予算執行の効率化を図ること。また、標準準拠システムの維

持・管理及び改修等に要する経費について、必要な財政措置を講ずること。 

八、地方公共団体情報システムの標準化に伴う情報システムの運営経費等の減少額については、地方

行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替えるなど、地方財政計画におい

て適切な措置を講ずること。 

九、地方公共団体情報システムの標準化を契機として、上乗せ給付などの地方公共団体独自の施策が

廃止・縮小されることのないよう、地方公共団体情報システムの機能等について、当該施策を継続する

ための改変・追加が行えるようにするとともに、当該改変・追加に要する経費について必要な財政支援を

行うこと。 

十、地方公共団体のデジタル化の推進に伴い、地方公共団体の保有する個人情報について、情報連携

の機会の増加が見込まれることを踏まえ、個人情報の漏えいや不適正な利用が生じることのないよう万

全の措置を講ずること。 

十一、地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じら

れてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基

準等において特段の配慮を行うこと。 

十二、ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、自然災害等による

停電時の対応も含めてシステム障害が発生することのないよう十分な対策を講じること。また、標準準

拠システムへの移行を円滑に進めるため、ガバメントクラウドの構築に向けた検討段階においても、地

方公共団体に対し適時適切な情報提供を行うこと。 

十三、ガバメントクラウドの活用による地方公共団体情報システムの利用に当たっては、個人情報の適切

な管理を徹底する観点から、地方公共団体ごとのデータをクラウド上で分離するとともに、厳格なアクセ

ス制限を行うなど、個人情報を保護するための必要な対策を講ずること。 

十四、本法附則第二項に基づく検討に当たっては、地方公共団体独自の施策への影響等にも留意しつつ、

地方公共団体の意見を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、標準化対象事務、基本方針及び標

準化基準の在り方等について必要な見直しを行うこと。 


